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本邦の職業潜水用減圧表に関するアンケート調査
池田知純

防衛医科大学校防衛医学研究センター

（現所属；埼玉医科大学衛生学講座及び社団法人日本潜水協会）

我国で40年以上前に制定された職業潜水用減圧衰は理論的根拠が不明瞭で減圧時聞が短い等大きな問題

がある。そこで， 2003年に潜水会社165社に対して減圧に関連した27項目のアンケート調査を郵送にて

行ったところ， 87社から回答を得た（回収率52.7%）。危険な減圧衰であると明確に回答したものは 4%に

過ぎなかったが， 56%が減圧時間を延長して潜っており，減圧表の改定の要否についても，不要とするの

が13%であるのに対し，必要性を認めるのも43%に遣するなど（43%は判断保留），減圧表への信頼性が低

いことが見て取れた。また，酸素中毒に擢患し得る深度についての質問に対する正答率が多目に見ても

26%に過ぎない等，ダイパーの知識が充分ではないことが浮き彫りになってきた。さらに，アンケート調

査に付闘して看過できない複数のメモが寄せられ，潜水作業を取り巻く状況の後進性が示唆された。以上

から，減圧衰の改定はもとより，潜水全般についても抜本的な見直しが必要であると考える。

C；通帳時令聞が3潜水，減圧症，減圧障害，労働衛生

A questionnaire survey on the use of Japanese commercial dive decompression tables 
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τb assess the view and understanding of the Jap姐 eseauthorized commercial dive tables which were 
promulgated in 1961, questionnaire sheets were mailed in 2003 to 165 dive companies belonging to 
Japan Dive Association. Eighty-seven companies (52.7%) responded. Despit怠由atonly five comp畑出s
( 4 % ) clearly stated Japanese tables contains an unacc叩tablehigh risk，日ftycompanies (56%) had 
adopted extended decompression schedule from the first planning. While elβven companies (13%) 
denied血eneed of 問 vision,38 companies (43%) thought Japanese tables should be revised and 37 
問 servedjudgment. The low rate of correct answ町（26%)to由equestion of shallowest depth for 
possible con位actto CNS oxygen convulsion indicates unsatisfactory understandings of diving 
technology and physiology in commercial dive communities. The notes mailed accompanied with the 
survey complain poor state of their dive activities.百1eseand other results suggest the need for白e
revision of dive tables as well as出efundamental review of commercial dive in Japan. 
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背景

わが国における作業用潜水の減圧は，昭和36年

(1961年）に労働省令第 5号として定められた高気圧

障害防止規則のいわゆる別表2によることとされている。

そして高気圧障害防止規則は法令の改訂や省庁の再

編等にともない高気圧作業安全衛生規則となって現在

に至っているが，その中身は今から40年以上前の昭

和36年当時と全く変わっていない。

しかるに，この減圧表（以後，別表2とする）がどの

ような根拠に基づいて制定されたかは，フランスの減

圧表1)2）に従って制定された可能性が強いものの，そ

の詳細は今もって明らかにはされておらず3I 1），用いら

れている用語もTable1に示すように世界的標準から

は大きく異なっている。中には“ガス圧減少時間”“ガス

圧係数”等，欧米には認められない用語もある。減圧

時間そのものも， Fig.1に示すように，潜水深度や時

間に対してスム｝スに移行しているとは言えずかなりい

びつで，その上，滞底時間が長い場合は欧米の現行

減圧表に比較して減圧時聞が著明に短い（Fig.2）。

またどの程度の信頼性があるのかの評価も信頼に足る

質と規模で体系的になされたことは未だかつてない。

一方，日を潜水先進国たる欧米に転じてみると，時

代の変化に伴って軽微な減圧症や長期間にわたって

潜水作業に従事することがダイパーに及ぼす影響につ

いても考慮が払われるようになり，減圧表の再評価が

さかんに行われている5）。総じて減圧時間は長くなり潜

水許容深度や時間についても制限が加えられるように

なってきた。 Fig.1と2においてもっとも減圧時間の長

い一番上の曲棋はカナダのDCIEMといわれる研究所

（現在はDefenceR&D Canada）の減圧表6）であるが，

その信頼性は非常に高く評価され，カナダのみならず

欧州でも使用されている。

このようなところから，我が国においても，別表2は

見直しをすべきではないかという声があがっている。

そこで，まず，別表2を用いて作業を行っている現場

サイドがどのような実態でどのような潜水作業を行って

いるかを知るべく，アンケート調査を行った。結果につ

いては一部を別稿7)8）に記したが，今回はその詳細を

Tablel 我が固と欧米における用語の相違
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Fig. 2 20m潜水における減圧スケジューJI,の比較

報告するものである。

なお，アンケ｝ト内容に一見医学とは関係ないような

項目があるが，減圧問題が潜水という実業務と密接に

関連しているために，潜水作業の現実を無視しては

議論できないことから，これら潜水全般に関する質問

項目を設けたものである。
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アンケート調査方法及び主な結果

潜水実態及び減圧方法に関する27項目の質問用紙

Fig.3を，（社）日本潜水協会及び（社）海洋調査協会の

協力を得て加盟会社165社に郵送することによってアン

ケート調査を実施し， 165社中87社から回答を得た（回

収率52.7%）。調査の実施時期は2003年5月から 8月

にかけてであった。

順位をつける回答に関しては，最も低い順位を 1点

とし高位になるにつれ 1点を増して，該当する項目ご

とに全回答者の点数を合計し，全体の中でその合計

点数がどの割合になるかをもって，その項目の割合と

した。順位をつけない複数回答に関しては単純に回

答数を合計して全体の中での割合を求めた。複数回

答を想定していない質問において複数項目について

該当すると回答している場合も，すべての該当項目を

有効回答として，上と同様の処理をした。

主な結果をFig.4にまとめた。

質問 1は潜水会社がどのような作業に従事している

かを問うもので、，その結果をFig.4のQlに示した（以

下同様）。港湾における捨て石ならし等の土木作業が

4分の l以上を占め，ついで海岸測量調査，河川工

事，船舶の保守点検等が主な作業で、あった。

質問 2は潜水方法に関する質問で，フーカ潜水（送

気式潜水方法の一つ）が半数近くを占め，オーソドック

スなヘルメット潜水は20%に満たなかった。

質問 3は使用している減圧表に関するもので、，別表

2に基づいて潜っているものが50%を超え，次いでコ

ンビュータによるものが21%，米海軍減圧表が20%で

あった。その他とあるのは途中で酸素を呼吸したりコン

ビュータと減圧表を併用したりしている例で，カナダの

DCIEM減圧表6）及びイギリスのBSAC減圧表9）を使用

している例は見られなかった。

質問4は減圧表を使い分けているか否かを問うたも

ので， 34回答（39%）が使い分けていると回答した。

質問 5は，ではどのように使い分けているかを問う

たものである。回答内容が正確に何を意味しているか

不明な点が多かったため結果を図には示していないが，

深度，作業内容，作業量，潜水時間，高所潜水等に

よって使い分けると回答していた。このうち作業内容と

答えたものの中には看過しがたい記述が複数あった。

すなわち，労働基準監督署あるいは元請けの監督あ

るいは視察を受けるときだけ，別表2を用いる，ある

いは用いたことにするというものである。

質問 6は減圧表が示すとおりに減圧しているか，そ

れとも延長して減圧しているかについてであるが，ほ

ぼ半々で、あった。なお，延長して減圧しているか否か

を別表2と米海軍減圧表使用者の間で比較してみると，

別表2使用者でそのまま減圧が32回答，延長して減

圧が46回答，米海軍減圧表使用者で前者が11回答，

後者が19回答で（いずれにおいても重複回答者 l名を

含む），使用減圧表聞で、の有意差は認められなかった。

質問 7は延長して減圧する場合にどのようにして延

長しているかを問うたもので，深度を一段深くとってい

るのが 3分の lを占め，ついで、最終減圧深度で延長

しているもの，滞底時間を長く取っているものが続いたO

質問 8は通常潜っている深度を問うたもので， 20m

以浅（20mを含む。以下同様）が84%を占めた。なお，

図中で、深度を例えば10～20mとしている場合の深度と

して10mはこれに含まず20mは含むものとする。

質問 9は通常業務として潜ることの出来る潜水深度

を問うたもので、， 30m以浅とするものが75%で、あった。

質問10は経験した最深深度を尋ねたもので、，図に

示すごとくばらつきがある。

質問11はその場合の適用減圧表で，別表2が37%

を占め，以下米海軍減圧表，コンピュータが続いた。

経験深度毎に適用減圧表をみたものをTable2に示す。

質問12は別表2に関する意見である。良い減圧表

であるとするもの 1%，危険な減圧去であるとするもの

4%と明快な意見を有するものが少ない一方，実用上

は問題ないとするもの32%，信頼性は不明が24%，コ

ンビュータを用いているため別表2は気にしないとする

のが 6%,90mまで、の空気潜水は問題だがある深度ま

では支障ないとするのが28%等，積極的に問題視して

いない回答が93%を占めた。

質問13は別表2は改訂すべきか否かを問うたもので、，

半数近い43%が要改訂としたのに対し，不要とする意
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減圧表に関するアンケート

減圧表に閉するア〆ケート調査にご協力いただき 有η難うございます．

お手数ですが核当する記号を図むかかっこ内に記述して下るよフお願い申しよずます司

会社名をお書きいただくようになっていますが ζれは回答内容を確認する必要泊ある場合

に当剖ら醐するためのものでそれ以外の目的にl師、ませんし公表することもあ

りませんηで、ご協刀願えれJ宮司書甚です

会社名

I質川；］

御社の主な潜水作業はどのよっなものでしょうかり 複数の場合時間的な割合から見て

（収入や榊水回数にはよらずに）多い順に需号をつけて下さい

ア ｛ ）位港湾漁港、 般土木（絵石均しプロジク等の振り付け水中溶接

格断等）

イ （ ）位海岸調査測量（録者彦調査探査波高討等の按配管忽等）

ウ （ ）位総業（良部額等の採取捨網及。魚俄の設置管理等）

エ （ ）位サルベージ（沈船引き揚げ及び撤去等）

オ （ ）位海非開発（海底ケープ＂ぺわ設置深層水ガス泊園施設等の設置管理

毎｝

カ ｛ ）位員制t自等（ドシク 船舶の保守点検等〉

キ （ ）位グム（工事保守管理）

ク （ 〉位河川｛河J＂工事橋梁工事等｝

ケ （ ｝位 Lジャー（ダイビングスクルの経営等）

コ （ ）位その他

（具体的に

【質問，1

ど使用¢潜水方法（装備）は次のどれでしょうかワ 償奇抜の方法を.，、る場合その使用時聞

から見胡位制。こ内に配して下さいp ，たもし差し支えなければ酬の！製造会社

名も方っこ内に配して下さu、

アスターハ （ ）依 （製造会社名

ィ 、ルメット（ ）位 （製造会社名

［質問HI

定の評価のある欧米¢誠圧衰を使ってもよいように規制を変えてほしいと患いますか

ア思う

イ 思わないー

ウわからな，.

［質問，；］

深度 ,Omまで空気で滑ることを組定した砂Z表が公的に存在ずるこど4をどう恩b、？をす泊、

ア奇異である

イ鯉,Cmという深さまでの臨スケ九一ルカ示されているのでいい晶表た

ウ特に考えたこJとがな」マ3で幻からなも九

［質問 ml

冒険的要素を廃し通常の作業潜水として空気丈摺れる緑穣穿皮は何メ トルだと思いま

す泊。

｛質問；，］

その深度を超える潜水作業の場合 どっしますか

ア安全係教をかけるけれどもそのま眼前齢。

イ ヘリウム酸素混合ガヌ潜水を行う

ウ他の会社 ζまかせる

エその他（具体的に

［質問 ml
ヘリウム酸素混合ガスを用いた潜水位必要だと思いますかワ

ア思うq

{ 肉分の会社では必要ではないが祷水界全体とし戸は必嬰だと思う

ウ思わない。

エわからない

f質問1剖

r、リウム酸素混合ガスを周いた潜水を行ったことがあ＂ますか？

アある

イ Fよb、。

Fig.3減圧表に関するアンケート
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ウ フーが （ ）位 （製塩会＇±•名

エその他 （ ）位 （製造会社名

その他の鋤合 具体的＇＂方法を以下に記して下さ』

［質問，1

ご使用の械J+:Jl:1ま（概数μ答可）。

ア 別決貨店＇ （高＇＇＂記載の減＂表）

イ 水禍.. 解明開柳E殺

ク om醐疎開表

ェ BSAC 減！IE~

ヰト附仰ンピιータ（コンピ晶一同

カその他 <f，川市

｛慣川，1

健削減＇＇成金保健あるいは作業 ιよって使い分けていますか？

l質問S]

はいの頃合 どのように使い分けていま寸かり

｛質問川

槌山ヨミケ，：；.，，－，（・Iま減UE/11.1こ戸すとおりに＂権し Cい症すか それとも，？？後11の減I五ス

ゲy品ールを傑附してL、，，十ぬ？

γ ilf.lH慢にボ1とれ旬屯

イ ＂日の減 lffスケレ〆品目ルを際周している

｛質問，1

畏闘のスケシz ルを線局iしLいる場合 どのようにして長くしていますか。

ア経験により長〈している

{ 元の減圧表に一律に比例して各誠院時制を延長してL、る

ウ 滞属＂＇笠底川寺閃を実際より長く取って滋圧している。

エ潜水深伎を実際より深く取って減圧している

オ最終減原点のみ延長している

l質問2叫
白川守”ある町とお容えになった方にお聞きします

どの楓U伝表に泌づいて減出しましたか？

γ ＊＇‘.へりウム M＞結構水減庄器提

イ 切ll'Hff2 （高山川紀般の減庄褒）

ウその他

(f，動

1慣閉山l
同じ＜ .t,~ ..レ＂体えにな， Bた方におゆ硝きしますそC際何ら泊川＂修正令加えましたか n

' 加え＂

＂＇併＇引こ

イ 減＂＂慢に 4寸とおりに白風間Lた。

l冒附2盆l
問じくある”とお答えにな，た方こお閣きします

、川崎酬仰ス州、た桝の減圧について”糊即に従って械肘るようIC'

＇，，で＇＂＇刈 Lたととがあ句ますか。

アある

イない一

l質問,aリ

ヘリウム微剥以外の川合ガス榊＂ナイトロ γクスやトライミシクス）に勺いて必要だと.，

L、ま吋か。

ア思九

イ 自分の会枇では必蝉ではない治 世＊界全体としては必要だ＞忠ろ

ウ .，わな』

ヱわからなL、

日質問，＜］

険機についてむたずねしますu

中継神絹悩の微調情ゆ樽に0いてその内脅をご存じですか。

ア内容をE理解している

イ 詫司院は聞いたヱとがあるが 内容はよ〈は句bない

ウ先ら，，いa
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カその他 （具体的に

f質問，1

もっとも頻嘆に許容る深度はどの程度でしょうか。

［質問，1

君事政はどの程度までを通常の潜水作業の範幽だ企お考えですかη

［賓閑 W]

今までに空気で潜った最鐸深度は何メ トルですか？

慣問 HI
そのときの減圧はaの械，庄表に従コて実施しましたか。

［質問 ml

H急t稿2の認も玄表について率直なご意見を下さい。（線数回答可）

ア優れた減圧奏である

イ 今までこの猿圧表に従って稽ってきていて再1聞がなかったのだかれ業IlllはJ，，分

だど思っている。

ウ 実際とこの減E表どおりに減庇した：二どがないので評価はわかιなも

エ信頼性がレなく危険な減圧変である白

オある程皮の深度までなら噛なU、が SCmまで銅で潜るζ ＇

問題だと思う. 
カ どの程鑑信頼できる威圧表かわからない＠

キ実際＇＂減モコンピ z タを用いでL、るので本告を言えば別表第2はど，，もよい

グその他（具体的に ｝ 

慣問 ,s]

F引用量第 2の減任表は改定ヲべきだと思L、ますか。

ア改定すべきだと思ヲ

イ恩わない。

ウわからないー

｛質問,s]

中継神経〈脳刀酸素中毒は空気で糟った混合、深度何メートルぐらいから注窓しなければな

らないと恩いますか？

日質問W]

現ばてすま医師不告の場合潜水において酸素を使府してはならなL、ことをご存じで唱か？

ア知っている

イ知らない＠

I質問＇° I
ハ ドι潜水中の民事の使用泊a可能な場合安全性を本分認識してその範酬であればl

渥師が不在でも駿棄を使用できるように焼却を変更す、きだと思います治。

ア思う

イ恩わなも九

ウ オ〉均ゐらIt＞、

ご悔カ布。纏うございました，

また ご質問電撃がございましたら メモ欄にど自由にお書き下さい
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(Fig.4の続き）

その他
a, 

他の会社に恒せる
32' 

無回答
5略 安全係教をかけて

空気で量る
18% 

Q17.空気で潜れる最深深度以深の潜水の場合、どうするか？

別表2, .. 

Q2渇．ヘリウム酸素混合ガス潜水に用いた漉圧表

Q23ヘリウム酸素以外の混合ガス潜水は必要か。

知らない
32幅

無回答
5四

Q26医師不在時に酸素を使用することの不可について

見は13%に止まった。
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わからない
5% 

必要である
39国

Q18.へリウム酸素混合ガスを用いた潜水は必要か？

無回答
4百

Q21.ヘリウム酸素j毘合ガス潜水で誠庄表に変更を加えたか。

聞いたことはあるかに
充分には知らない

53施

Q24.中根神経の酸素中毒について

わからない
27% 

不要で晶る
20掲

無国書
2鳴

改定して欲しい
51喝

Q27医師不在時でも適切な条件下では酸素を使えるように規則を
改定して欲しいかヲ
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Q19.ヘリウム酸素混合ガス潜水の経験はあるか？

Q22.ヘリウム酸素潜水時に別表2を使用して潜るように
言われたことが晶るか？

d。n。tko。W
11' 

B0-90m 
1% 

2覧 50-60m 40-50m 
•• 11% 

20--aom 
15% 

Q25中枢神経酸素中毒に棲息し得る最も潰い深度は？

質問14は欧米の実績のある減圧表を日本でも使える

ようにすべきか否かに関するもので，是とするもの49%,

杏とするもの39%であった。ただし，否とするものの中

に， 日本の減圧表を作るべきだ，というのが 1回答，

労災認定のためには日本の減圧表であるべきだという

のが1回答含まれている。

質問15は90mまでの空気潜水の減圧表が制定され

ていることに対する意見で，奇異だとするものがほぼ

半数を占めたが，よい減圧表だとするものも 5%に認

められた。

質問16は空気で通常作業として潜る場合の最大許

容深度を問うたもので， 83%が50m以浅に回答したが，

70m以深（70mを含まない。以下同様）とするものも4
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最深潜水時に使用した減圧表Table 2 

減圧表

無減圧

潜水

米海軍

減圧表
記載なしその他明不コンビュータ別表2

2 ～20 

8 

6 

3 7 

3 

20～30 

30～40 1 1 

4 2 1 1 5 40～50 

50～60 

60～70 

（自）

Mm脱出’

2 1 2 5 5 

1 

5 

2 

2 1 

4 

3 

4 

2 

1 

70～80 

80～90 

>90 

記載無し

計

1 

24 4 6 2 4 15 33 

質問25は中枢神経酸素中毒に’寵患し得る深度につ

いて質問したもので， 10m前後から70m前後までばら

つきがあった。中枢神経酸素中毒に催患し得る酸素

分圧を1.3ata(atmosphere absolute）とした場合の該

当深度は約52m, 1.4ataの場合は約57m, 1.5ataの場

合は61mで、あるので，正解を50m以深と60m以深の両

方とすると，数値を答えた中での正解率は26%,

回答を含む全87回答中での正解率は17%，正解を

60m以深と限定した場合の正解率はそれぞれ 9%及

び 6%で、あった。質問24で理解していると答えたもの

と聞いたことがある程度と回答したものの聞での正解

白紙

率の差は認められなかった。

質問26は医師不在時に酸素を使用できないことを

知っているか否かを尋ねたものでぺ 63%が知っており

32%が知っていなかった。

質問27はしかるべき環境下では医師不在でも酸素

が使えるようにして欲しいか否かを尋ねたもので，約

半数がして欲しいと回答した。

また，アンケートに付随してTable3に示すようなメ

モを受けた。
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a：高気圧作業安全衛生規則第35条では，事業者は潜水作業

者に純酸素を吸入させてはならない，とあるので，医師が

いれば無条件に酸素を吸入してもよい，ということを示すわ

けではない。

%に認められた。また， 5%が20m以浅と答えた。

質問17は質問16で示された深度以上に潜らねばな

らないときにどのように対処するかを尋ねたもので、，安

全係数を増して空気で潜るとするのが18%あった。

質問18はヘリウム酸素潜水の必要性を尋ねたもので

ほとんどが必要であると回答したが，不要とするものも

2%あった。

質問19はヘリウム酸素潜水の経験を尋ねたもので，

経験があるのは30%にとどまった。

質問20はヘリウム酸素潜水の経験のあるものにどの

減圧表に基づいて減圧したかを尋ねたが， 65%が米

海軍のヘリウム酸素潜水減圧表と答えたのに対し，空

気潜水用の別表2を用いたのも14%に認められた。

質問21はそのときに減圧表を修正して浮上したか否

かを尋ねたもので，修正したと答えたのは35%，減圧

表どおりとしたのは61%で、あった。

質問22はヘリウム酸素潜水からの浮上に別表2を使

うように言われたことがあるか否かを尋ねたもので，

15%があると答えている。

質問23はヘリウム酸素潜水以外の混合ガス潜水の

必要性について問うたもので，約3/4が必要と答えた。

質問24は中枢神経酸素中毒について知っているか

どうかを尋ねたもので、， 44%が理解している， 53%が

聞いたことはあると答えた。
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Table 3 アンケート調査に付随して寄せられたメモ

・ 作業が続くと関節等に痛みが出る。元請けより別表第2

を使用することを求められるが，長期間潜った場合も考え

てもっと安全な減圧表を作って欲しい。． 別表2を厳守せよと元請けから言われるが，厳守したら

減圧症が待っている。

・酸素の使用を考えて欲しい。． 潜水可能時間を短くして欲しい。

・ 深深度からは混合ガスを使うようにして欲しい。

・ 単価の大幅引き下げによって，減圧表を守ることなど出

来なしミ0

・ しっかりした知識や減圧表が欲しい。

・ 減圧症に擢息したらおおっぴらに治療できるようにして欲

しい0

・ 元請けの締め付けが厳しくて，健康管理に充分留意でき

ない。

考察

背景の項で述べたように，別表2は多くの場面で減

圧時聞が短いこと，滞底時間の増加と減圧時間の増

加がスムースに連携していないこと，欧米に通用しな

い独自の概念と用語が用いられていること，減圧理論

が明示されず制定に至る経緯も不明瞭であること，通

常の作業潜水として90mの空気潜水を想定しているこ

と等から，アンケート調査を実施するまでもなく現代の

評価には耐え難い時代遅れの減圧去であるとみなしで

も差し支えないと思う。

では，そのような別表2に対してどのようなことが補

完できるのか，アンケート調査をもとに考えてみる。

〔回収率〕

アンケートの回収率が52.7%というのは，直接の関

係がなく強制力も皆無な部外からのアンケート調査（ア

ンケート実施時，調査を主導した者は防衛庁に在籍）

としては極めて高い数字だと思われる。現場で潜って

いる人々が今回のアンケートの主題に強い関心を寄せ

ているためとみなしでもよいだろう。

〔使用減圧表〕

どのような減圧去に基づいて減圧しているかとの質

問（Q3：質問 3のこと。以下同様）に対して， 53%が

別表2と答えたことは，次の相異なる二つの側面から

興味深い。

一つは国内の法規で別表2を用いるべきと定められ，

それに従わない場合のペナルティも存在していながら，

半数近くが別表2を用いていないということである。公

定の規則があればそれに従うのが通常であると思われ

るが，それがそうでないのは，その規則が信用されて

いないか，あるいは規則があるべき姿と大きく希離して

いるかであろう。過半数が減圧時間を規定よりも延長

して減圧していること（Q6,7），多くが信頼性に疑問を

投げかけていること（Q12）などは，それを反映した結

果と思われる。

もう一つは逆に，緒言で述べたように別表2の減圧

時聞が欧米の減圧去に比較して減圧時聞が短いにも

拘わらず，半数以上がその別表2を用いているという

事実である。その理由の第一はやはり別表2が公定

の減圧表であるためであろうが，ダ、イパーの方に後述

するようにそれほど問題意識がないためかとも思われ

る。

〔減圧に対する取り組み方〕

減圧表に示す本来の時間よりも延長して減圧するこ

とはよくあることで，米海軍潜水教範でも負荷の大きい

潜水の場合には一段と長い減圧時間を採用すべきと

なっている10）。しかしながら，最初から減圧時間を延

長して潜るのでは，減圧表が何のためにあるのかわ

からなくなる。その意味から半数以上が，減圧時間を

延長して潜る，と答えていること（Q6）には考えさせら

れる。もっとも，延長して減圧するのは別表2のみな

らず米海軍減圧去に対しても同じであるので，これが

そのまま別表2への不信というわけではない。減圧表

そのものについて懐疑的なのだろうか？ あるいは，

好ましくない事象（この場合は減圧症の発症）が出来る

だけ発生しないように常に何らかの安全域を確保して

おこう，という習性のなせる技であろうか？

なお，小林らが潜水プロファイルを実地で調査した

結果によれば，実際の減圧時間は規定の減圧時間より

も短めで、あったとしておりl九上に記したダイパーの回
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答とは逆の結果が出ている。

解せないのは，ヘリウム酸素混合ガス潜水の経験者

において，空気潜水のための別表2を用いて減圧し

た，と回答したのが14%も見られたことだ（Q20）。減

圧表についての基本的な面すら充分理解されていな

いのではないかと危慎させられる。

〔別表2に対する意見〕

結果に記したごとく，危険な減圧表であるとの明快

な回答を寄せたのは4%に過ぎないが（Q12），別表2

を改訂すべきと答えたのは半数近い43%を占めており

(Q13），この間のギャップが気になるところである。実

用上それほど問題ではないと答えた人の聞でも，要改

訂と考えている人が多いのだろう。また，改訂すべき

か否かわからない，と答えた人も同じく43%いたが，こ

れはある意味で正直な回答を保証しているのかもしれ

ない。というのは，後述するようにダイパーの潜水に関

する知識は意外と限定されており，減圧表の良悪につ

いての判断材料に接する機会がほとんどないからだ。

改訂すべきでない，と答えたのが11回答あったが，そ

のうち 5回答は90mの空気潜水の減圧について奇異

だと答えており，改訂不要の理由は不明瞭である。

深度90mの空気潜水が想定されていることについて

は，奇異であるとするものが48%と最も多かったが

(Q15），ここでわからないと答えたのが46%もあり，判

断すべき情報を持ち合わせていないものが多いことを

示唆している。深度90mまでの減圧表があることをよ

いことだと答えているものは4回答あったが，そのうち

で減圧表の改訂を要する，と答えたのも 2回答あり，

回答の意図するところがわからない。これなどは，ア

ンケート調査の限界を示すものである。

ある程度の深度までなら問題ない，を含めて実用上

からは問題はないとする回答が60%を占めているが，

この意見の妥当性については疑問が残る。なぜなら，

先に見たように多くのケースで減圧時間を実際は延長

して減圧しているのであるから，この減圧表がそのま

まで本当に使用可能なのか判断しょうがないからだ。

また，体系的継続的なダイパーの健康チェックがほと

んどなされていないことから，この減圧表を用いて減

圧して本当に後遺症等が出現していないかどうかわか

らない。したがって，安易に実用上は問題ないと結論

づけるべきではないと考える。

〔潜水方法〕

潜水方法として，いわゆる古典的なヘルメット潜水

がいまなお18%も見られること（Q2）は，それがほぼ

皆無になっている欧米とは著しい差異を示している。

これがわが国における潜水の後進性をストレートに表

すものだとは断定は出来ないだろうが，気になるところ

ではある。

なお，平成 9(1997）年に日本潜水協会で実施され

た調査報告によると，ヘルメット潜水が16.8%，フーカ

潜水が69.8%，スクーパ潜水が13.3%となっているω。

調査方法が異なるために単純に比較はできないが， 6

年間でヘルメット潜水の割合が殆ど変わらないのに対

し，スクーパ潜水が32%と大幅に増加しているのが目

立つ。

〔潜水深度〕

実際に潜っている潜水深度については，圧倒的多

数が20m以浅であり，以前から言われているようにそ

れほど深くない（Q8）。このことが，これまで減圧問

題にそれほど深刻にならずにすんだ要因かもしれない。

しかしながら，その一方で大規模港湾の整備に伴い

潜水深度が増加してきているともいわれているので，

減圧表の不備が今後顕在化してくる可能性がある。

通常の空気潜水作業とみなせる深度については，

10m以浅とした13%を加えて過半数が20m以浅と答え

ており， 30m以浅だと75%に達する（Q9）。これは潜

水深度の増加に対して当事者としてそれなりの緊張感

ないし危機感を持っていることの現れであろうか。

一方，職業潜水として許容できる最大潜水深度に

ついてみると（Q16),87%が20～60mの範囲内に入る

が，そのうち 9%を占める50～60mは現在の世界の一

般的な見方からするとかなり深いといえるであろう。通

常業務として70m以深を答えているのが 4%あるが，
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どこまで考えてそのように回答しているのか，理解に

苦しむ。

実際に潜ったことのある最深深度については20m以

浅という浅さから90mを超える深さまで幅があるが

(QlO），これは職業潜水に従事しているダイパーの出

身母体の多様さを反映したものなのかもしれない。そ

の時の使用減圧表で最大を占めるのが別表2であり

(Q11），深度別に見ると50m以深からの減圧に米海軍

減圧表を用いている傾向があるが（Table2），その

解釈は難しい。

〔作業分野〕

職業潜水がどのような作業に従事しているかに関す

る潜水形態に関するアンケ｝ト調査（Q1）に関しては，

今回の集計方法がそのまま活動実態を表しているとは

断言できないものの，その実態が明らかにされた資料

が意外に少ないところからも資料的価値があると言える。

〔ダイパーの潜水に関する知識〕

今回のアンケート調査は潜水に関する知識を問うの

が主目的ではないが，その回答例から若干の推測が

出来る。中でも酸素中毒に関する回答は知識レベル

の一端を明確に示す内容で，結果で示したとおり正解

率が極端に低いことは，専門知識が充分でないことを

示している（Q25）。また，酸素中毒に擢息するとは到

底考えられない浅い深度を答えている者が少なからず

見られることは，危険’性に過敏になっている可能性を

示唆しているのかもしれない。

〔混合ガス潜水〕

大多数のものがヘリウム酸素潜水に限らず他の混合

ガス潜水も潜水界全体としては必要と認めているが

(Q18,Q23），混合ガス潜水の経験があるものは少ない

(Q19）。また，混合ガス潜水を確実に行うためには酸

素中毒に関する知識が要求されるが，前述のように正

しく答えた者は少ない。経験者の26回答中でも正解回

答は多く見ても8回答に過ぎなかった。このように，混

合ガス潜水の知識は充分ではないと思われる。

また，減圧方法にしても空気潜水用の別表2や古

い米海軍ヘリウム酸素潜水減圧表を用いており（Q20),

最新の情報にはほとんどアクセスしていないものと思わ

れる。

〔ダイパーの性向〕

限られたアンケート調査から職業ダイパーの性向のよ

うな漠然とした印象を導くのはやや強引であるかもしれ

ないが，減圧表という実用と密接に関連する主題につ

いて考える場合には避けて通れないので，あえて触れ

ておく。

その一つは，別表2への意見に関して述べたこと

の繰り返しになるが，実用上問題にならなければいい

ではないか，という態度である。

また，監督を受けるときだけ別表2を使うように（Q

5），必ずしも倫理的に正しいとは言えない手段を使っ

てでも問題点が表沙汰になるのは極力避けようとする

反面，実際はコンビュータを使ったり（Ql2），深い深度

の潜水に空気潜水を用いる（Q17）など，法規や生理

学的な指針にそれほど従順でもないことも，特性とし

て挙げられるかもしれない。通常業務としての潜水深

度に深い深度を答えた人が多かったこともその一つの

現れだろう（Q16）。

さらに，かなりの部分が酸素の使用や欧米の減圧表

の導入に否定的である等（Q14,27），潜水技術ないし

知識の向上にそれほど積極的でない姿勢が見て取れ

た。

なお，今回のアンケ｝ト調査に直接よるものではなく，

筆者のダイパーとの交流を通して得た印象に過ぎない

が，ダイパーの側がさまざまな不満を有してはいるもの

の，愚痴を言う以外にそれを具体的に訴える窓口ある

いは方法がないことから，さらに不満が募っているとい

う状況にあることもここで付け加えておきたい。

〔監督サイドに関すること〕

労働基準監督署あるいは潜水作業の発注者側は潜

水の専門家ではないので，ややもすると法規一辺倒に

なってしまう可能性がある。混合ガス潜水の減圧に別
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表2を使えと言うこと（Q22）等はその極端な例である。

また，アンケートに付臨して寄せられたメモからは，監

督者側に対する現場の不満ないし不信感が見て取れ

る。

〔アンケート結果のまとめ〕

今回のアンケート調査からは，およそ次のような職業

潜水を取り巻く様々 な環境が浮かび、上がってくる。

一つは，減圧表に関するもので，減圧表そのものの

不備に加えて，ダイパーと監督者側双方の減圧に対す

る取り組み方に問題点があることが条り出されてきた。

減圧表が何のために存在するのか，という基本的な点

についてさえ，十分理解されていないのではないかと

危慎させられる。

もう一つは，職業潜水そのものに一種の後進性があ

ることである。特に，アンケートに付臨して寄せられた

メモからは，もしそれが真実だとすると，この世界の

労働環境はおよそ21世紀のものとは思えないほど劣悪

であることが伺われる。

〔今後に向けて〕

以上，職業潜水を取り巻く環境が厳しいものである

ことが，減圧表に焦点を当てたアンケート調査からも明

らかになったと思う。であれば，より妥当な環境に改善

していくのが当然であると思われるが，その方向への

具体的な動きは研究段階では若干認められるものの，

まだ遅々たるものである3)4)13)-16）。

その理由のーっとして，減圧表が問題であるとの具

体的な証拠ないしデータが公的な場所に挙がって来な

い，というのがある。しかしながら，上に見たように，

潜る側は減圧症が発症しないように，あるいは問題と

ならないように，様々な工夫を凝らしているのであるか

ら，そのような証拠は出しょうがないのである。証拠が

ないのだから減圧表を改訂する必然性がない，という

のは，現状及ぴ今まで内外で得られた知見を無視し

た暴論である。

根拠となる理論が明示されることなく40年以上前に

制定された強制力のある公的減圧表が，多くの問題

点を有しながらもその後一度も検証されることなく存在

しているのは醜悪である。 21世紀に相応しい減圧表

が速やかに制定されることを切望するが，それが不可

能な場合，信頼性の高い欧米の減圧表も公的に使用

可能なように施策を変更するのも一つの方向であろう。

なお，職業潜水に関しては，その安全性が極めて

劣悪であるなど減圧表以外の問題も多いのでmぺ減

圧表を論じるに当たっては，潜水作業全般に対する総

合的な視点を忘れないようにしていかなければならな

し、。

結語

欠陥の多い本邦の原稿減圧表に関するアンケート調

査をおこない，減圧表に対する信頼性が低いこと，我

が国の潜水作業の後進性が著しいことなどを見出し，

減圧表の見直しが必要なことを示した。
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